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令和３年第１１回教育委員会会議録 

■会議名 令和３年第１１回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和３年１１月２２日（月）午後２時００分から午後２時３０分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長      富本 正昭 

教育長職務代理者 安明 明子 

委員       井手 和代 

委員       新田 哲也 

委員       谷野 しづこ 

委員       竹林 正訓 

     事務局 

教育部長         二重 幸生 

教育部生涯学習課長    小林 和子 

教育部教育みらい課長   石栗 健史 

教育部学校教育課参事   三好 泰隆 

教育部学校教育課参事   吉安 渉 

 

■傍聴者数 なし 

■会議録署名委員 谷野委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第３２号 行事等報告について 

日程第２ 報告第３３号 町立各学校園保育所行事について 

日程第３ 議案第１５号 令和４年度忠岡町立小・中学校教職員人事基本方針 

            について 

 その他 
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◼ 会議の内容 

富本教育長 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

石栗課長 

 

富本教育長 

 

 

石栗課長 

 

富本教育長 

 

ただ今から令和３年第１１回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま

す。 

 

（ 開会 午後２時００分 ） 

 

本日の応召委員は５名で、出席委員は同数であります。 

従いまして委員会は成立しております。 

なお、本日傍聴の申し出はございません。 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、谷野委員にお願いいたします。 

次に、教育長の報告をさせていただきます。 

１０月２８日開催の忠岡町教育フォーラムへのご参加、ありがとう

ございました。今回は、初のオンライン開催ということで、現場も

事務局もよく頑張ってくれました。また、今回は議会の５会派から

代表者が参加してくださいました。各議員さんからも、よく頑張っ

ている、ＩＣＴについて、ここまで出来ているということは知らな

かった、というお声を聞きましたので、今後は、今まで以上に情報

を公開して行かないといけない、と考えております。 

 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第３２号「行事等報告について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 
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小林課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課から１０月分の社会教育行事について報告いたします。 

１０月におきましては、これまでの「緊急事態宣言」から「府民等

への要請」に変更され、運営時間を午後８時までに短縮しておりま

した外部施設は、全て通常通り９時閉館とし、スポーツセンターは

平日運営のみ、１時間短縮を継続し、府の要請に応じた運営となっ

ておりました。また、例年開催しておりました「体育大会」は今年

度も中止、２年連続での中止となっております。 

では、３ページをお願いいたします。 

１０月実施の町主催行事はご覧の通りで、児童館では子育て支援の

「のびのびサロン」「子育て親サロン」「おもちゃの病院」を実施、

保健センターの健診時を活用した「ブックスタート事業」は、(ブッ

クセカンド)と(ブックファースト)を、また、文化会館では、文化祭

行事として「子ども作品展」「一般作品展・菊花展・生花展」が一定

期間展示されました。このほか、各種団体の活動として、「スポーツ

少年団指導者連絡協議会」「少年団育成者連絡協議会」「スポーツ推

進委員協議会」「青少年指導員協議会」の定例会が開催されました。 

なお、体育大会は中止といたしましたが、優秀な成績を納めたこと

を表する「スポーツ特別表彰」は、庁舎内・町長室にて実施してお

ります。令和２年度の２名、３年度の５名とその保護者においでい

ただき、町長より表彰状が授与され、教育長よりお祝いの言葉を受

け、その状況を１１月広報にも掲載いたしました。 

４ページ～5 ページは児童館の報告でございます。 

まず、児童教室でございますが、ご覧のスケジュールにて実施、１

０月の延べ出席人数は１９４人となっております。 

５ページは、児童館利用状況でございます。 

のびのび広場は延べ２２２人、自習室は延べ９１人、キッズクラブ

は延べ３６６人、親サロン等は８人、児童教室は延べ１９４人、と

なっております。 

続きまして、６ページ、ふれあいホールの使用状況でございます。 

８団体の申し込み中、一般申し込みは３件、収納した使用料は７１,

７８０円 となっております。 

７ページは、コパンスポーツセンター忠岡の利用状況でございます。 

１０月の利用延べ人数は５,８５５人、１日平均の利用者数は９月の

２０６.１人から若干の増加があり２２５.２人、利用者数が少しず

つ増える傾向となっております。 

続きまして、文化会館についてご報告いたします。 
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富本教育長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

石栗課長 

 

富本教育長 

 

８ページから９ページは、講座等の利用状況です。 

定期講座の「日本語読み書き教室」には４名出席、単発講座として

「はじめての薬膳茶」に２６名、「スマホ・ネットと時代を生きるた

めに知っておくべきこと」に１３名、「自分の足で立ち続けることだ

できるための体づくり」に１１名、参加されました。 

「女性の悩み電話相談」は相談件数がございませんでした。 

自習室利用は小学生なし、中学生８人、高・大学生３５人、一般１

５人、あすなろ未来塾は小学生３日間で１１９名、中学生３日間で

２６名、計１４５人の利用となっております。 

１０ページから１２ページは、文化会館クラブの活動状況です。 

登録数６１クラブの活動について、公民館部に延べ２９９人、働く

婦人の家部に延べ７７５人、その他２６人、トータル１,１００人と

なっております。 

１３ページから１４ページは、文化会館一般利用の状況です。 

公民館部に延べ２２０人、働く婦人の家部に２０１人、トータル４

２１人の利用がございました。 

最後に図書館利用の状況です。１５ページをご覧ください。 

開館日数２２日間、貸出冊数３,７９０冊、貸出人数１,０８６人と

なり、１日の平均貸出冊数は１７２.３冊、平均貸出人数は４９.４

人、一人当たりの貸出冊数３.５冊となりました。 

報告は以上です。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

ご質疑がないようですので、日程第１・報告第３２号「行事等報告

について」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第２・報告第３３号「町立各学校園保育所行事について」

を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 
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石栗課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三好参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ページをお願いします。 

東忠岡保育所、１１月の行事です。 

５日（金）地震・津波を想定した避難訓練 

９日（火）５歳児卒園記念写真撮影 

１９日（木）東忠岡小学校で就学前検診 

２４日（水）誕生会を予定 

２６日（金）忠岡小学校で就学前検診を予定 

保育所は以上です。 

２０ページをお願いします。 

東忠岡幼稚園、１１月の行事です。 

 ５日（金）ウォークラリー、１０日は雨天中止 

１３日（土）から２１日（日）まで文化会館にて絵画展 

１６日（火）誕生会 

１７日（水）火災時を想定した避難訓練 

２９日（月）泉北三市一町就学前教員研修会を予定 

３０日（火）創立記念日で休園 

幼稚園は以上です。 

 

小学校、中学校についてご説明いたします。 

２１ページをお願いします。 

忠岡小学校 

４日（木）５日（金）６年生修学旅行（伊勢、滋賀県方面） 

９日（火）観劇会 

１３日（土）体育大会 

２４日（水）忠小まつりを予定 

２２ページをお願いします。 

東忠岡小学校 

４日（木）５日（金）６年生修学旅行（伊勢、滋賀県方面） 

８日（月）から１２日（金）まで読書週間 

１３日（土）運動会 

２９日（月）１、２年生交通安全教室を予定 

２３ページをお願いします。 

忠岡中学校 

９日（火）から１２日（金）まで３年生進路懇談 

１７日（水）３年生校外学習（万博公園、エキスポシティ） 
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富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

石栗課長 

 

富本教育長 

 

三好参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４日（水）から２６日（金）期末テストを予定 

２９日（月）芸術鑑賞会を予定。以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

ご質疑がないようですので、日程第２・報告第３３号「町立各学校

園保育所行事について」を報告どおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・議案第１５号「令和４年度忠岡町立小・中学校教職

員人事基本方針について」を議題と致します。事務局より議案の朗

読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

令和４年度忠岡町立小・中学校教職員人事基本方針案について説明

させていただきます。議案書２８、２９ページをお願いします。 

大きく、４点ございます。１．教職員の人事、２．校長及び教頭の

人事、３．女性教職員の人事、４．府町の連携、についてですが、

ここでは、教職員の人事、特に異動について、そして府町の連携に

ついて説明いたします。 

教職員の人事について簡単にご説明いたします。異動は一定のルー

ルにのっとり、行います。一定のルールとは、新規採用から同一校

において６年を目途として、計画的に異動を行います。例えば、忠

岡小学校に、新規採用として勤務した場合、６年目になると、異動

対象となります。 

また、現任校において、１０年を目途として、その経験と能力を十

分に発揮させるため、計画的に異動を行います。例えば、他市町村

で経験後、異動で忠岡中学校に勤務した者は、忠岡中学校に勤務し

て１０年目が、異動対象となります。 

人事異動に関しては、本町だけでできるものではなく、大阪府教育

委員会、泉北地区各市教委と連携協力し進めていきます。 
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富本教育長 

 

 

三好参事 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、令和４年度忠岡町立小・中学校教職員人事取扱上の留意事

項につきましても、昨年度と変更は特にございません。 

説明は以上のとおりです。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

内容について、昨年度と大きく変わる部分はありますか。 

 

大きい変更点はありません。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第３・議案第１５号「令和

４年度忠岡町立小・中学校教職員人事基本方針について」を原案の

とおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおり承認することに決します。 

以上で、本日提出されました議案はすべて終了致しました。 

 

続きまして、その他に入ります。 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

１． 忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について 

２． 令和３年第１２回教育委員会定例会議の日程について 

 

 

 


